
地域包括支援センターの充実（方向性）について
（これまでの沿革）

時 期 内  容 

平成１８年度 
介護保険法の改正に伴い、市内全域を担当する地域包括支援センター（以下
「センター」という。）を市役所内に市の直営方式により設置する。 

平成２０年４月 
市内を２地区に分け、新たに五日市地区を担当するセンターを五日市出張所
内に委託方式により設置する。 

平成２６年４月 

秋川地区のセンターの運営を市の直営方式から専門機関への委託方式へ変更
する。このことに伴い、中部地域に設置していた在宅介護支援センターの業
務をセンターへ引き継ぎ、同センターを廃止する。 
＊変更理由：専門機関による柔軟な人事や効率的で質の高いサービスの提供や経費の削減のため。 

平成２７年４月 

「あきる野市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条
例」を制定する。
＊制定理由：地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す
る法律（第３次地方分権一括法）の施行に伴い、介護保険法が改正され、従来、国が定めていたセン

ターに必要な職員及び運営に関する基準について、市町村が条例で定めることとなったため。 

平成３１年４月 
新たに秋川地区を中部地域と東部地域に分け、秋川地区（東部地域）を担当
する センターを委託方式により設置する。

現在の状況 

現在、市におけるセンターの設置状況については、地理的条件などを勘案し
て、秋川地区（東部地域）に東部高齢者はつらつセンター、秋川地区（中部
地域）に中部高齢者はつらつセンター及び五日市地区（西部地域）に五日市
はつらつセンターをそれぞれ１か所、合計３か所設置している。 

資料２
あきる野市介護保険事業計画策定委員会
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地域包括支援センターの現状と委託の状況

委託の期間
第８期計画期間 第９期計画期間（案）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６～９年度

東部高齢者はつらつセンター
債務負担行
為最終年度

契約
単年契約 単年契約

・プロポーザル審査により
 公募
・人口を踏まえたセンター
 数の検討
・人員の充実の検討

中部高齢者はつらつセンター 単年契約 単年契約 単年契約

五日市はつらつセンター 単年契約 単年契約 単年契約

【参考】
通所型サービスＣ 試行的実施

東京都の伴
走型支援の

実施
※資料２

本格実施

あきる野市介護保険推進委員会資料抜粋
（令和４年１２月２１日開催̲資料４）
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総合相談件数の推移

約１.５倍

コロナ禍であった令和２・３年度を境に総合相談の件数は約１．５倍に増加している。



圏域別高齢者人口（７５歳以上）
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団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年（令和７年）の圏域別７５歳以上高齢者人口
の増加見込み（年度末の数値）

※令和7年度は参考数値（令和5年4月1日時点で72～74歳が75歳になることを想定）



あきる野市介護保険推進委員会の報告書の抜粋より

〔取りまとめ（地域包括支援センター）〕 

○日常生活圏域については、介護人材不足などを踏まえて、

 現在の３つの圏域であることが望ましい。 

○その上で、現在の３つの地域包括支援センターの３職種

 （社会福祉士、介護支援専門員及び保健師等）の人員配置に

 ついて、高齢者人口の増加などを踏まえて、１センターに

 各３職種が複数人ずつ配置されるなどの充実を図ることが望 

 ましい。 

○人員の配置の充実については、あきる野市地域包括支援セ

 ンター運営協議会で十分に議論をして方向性を出すこと。 



【参考】令和５年度 全国介護保険担当課長会議資料の抜粋



【参考】令和５年度 全国介護保険担当課長会議資料の抜粋



介護保険推進委員会の内容及び国の基本指針等を踏まえ、次のとおりまとめる。

第９期における方向性（案）

地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るため、
●日常生活圏域は現在の３圏域を継続し、３職種の人員配置を充実させる。
●団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据え、圏域の実態に合せ
●た増員を行う。
●長期委託による受託法人の人材確保の負担軽減を図るため、委託期間を
●定めた受託法人の選定を検討する。
●人員の配置等については、あきる野市地域包括支援センター運営協議会
●で十分に議論し、適切な配置等を行う。

〔国において検討中の事項〕※今年度中に内容が示される予定

●柔軟なセンターの職員配置

　人材確保が困難な現状を踏まえ、３職種の配置は原則としつつ、センターによる支援の質
が担保されることに留意した上で、複数拠点で合算して３職種を配置することや、「主任介
護支援専門員その他これに準ずる者」の「準ずる者」の範囲の適切な設定など、具体的な
内容について検討中。


